
１ 

自自主主条条例例にによよっってて実実現現をを目目指指ししまますす 

既存市街･集落周辺への 
集約重視のまちづくり 

 
 

①都市的な土地利用を集約すべき区域を明確に

定め、そこに外観も周囲と調和するものを計

画的につくるための基本ルールを設定。 
 

②全市的な基本ルールから逸脱しない範囲で、

地域住民の参加のもと、地域の実情等に対応

できる補完的なしくみを確保。 

 

ここれれかかららででききるる新新ししいいももののはは  どどんんなな形形でで？？  

＜＜抑抑制制・・制制限限すすべべききもものの＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜計計画画的的にに誘誘導導すすべべききもものの＞＞ 
 

ここれれかかららででききるる新新ししいいももののはは  どどここにに？？何何をを？？  

＜＜抑抑制制・・制制限限すすべべききもものの＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜計計画画的的にに誘誘導導すすべべききもものの＞＞  

  

  

  

  

  

  

  

 

資料 １  安曇野市まちづくりに関する統一制度で目指すもの・達成すべきこと 

立立地地･･用用途途ののルルーールルでではは……((都都市市計計画画策策定定委委員員会会)) 形形態態ののルルーールルでではは……((景景観観計計画画策策定定委委員員会会)) 

住住民民もも参参加加ししててのの運運用用  

＜ルールの内容＞ 

＜目指すまちのかたち＞ 

働きたいと思えるまち
行ってみたいまち 

商商工工業業・・観観光光のの  
振振興興とと育育成成  

すみよいまち 
暮らしてみたいまち

良良好好なな住住環環境境のの  
形形成成・・育育成成 

山岳・豊かな田園 
に支えられたまち 

農農業業のの育育成成  
農農地地・・景景観観のの育育成成 

これからも安曇野市は、その発展を支えてきた豊かな

山岳、田園の育むよさを大切にしながら、暮らしたいと

思えるまち、働きたい、行ってみたいと感じてもらえるま

ちであり続けたい。 

安曇野市の発展の好循環
・ ・ ・

を支える土地利用の 

「秩序」を市全体で創り上げていくことが大切です。 

＜目標像＞ 山岳と田園の育むよさを大切にし、暮らしやすさをみんなで共有できるまち 

＜しくみの基本＞ ※①の内容が今回の懇談会の対象です。

←農地が広がっている真ん中の宅地

開発や道路沿いに連続して延びて

いくような開発。 

地域住民への十分な情報提供や話→

し合いの機会がなく、まちづくり 

の考えにも合わないような開発。  

風俗関連施設の立地 など    

←市街地のにぎわいの創出や人口維

持につながるような開発。 

工業団地など、新たな産業用地の→

迅速な確保。          

←集約重視のまちづくりに反しない

新たな住宅地開発。 
 

 

地域の特徴をふまえたコミュニテ

ィの維持につながる開発。    

など 

←地域の景観になじまない色彩やデ

ザインの建物。 

良好な眺望を阻害する高い建物や→

周囲の景観に調和せずに目立つ大 

きな施設。            

←沿道からの景観を乱すような屋外

広告物や野立て看板の乱立。 

 

農地の広がる場所（とくに道路西

側等）で、良好な景観を阻害する

もの。          など

←田園風景に調和する低層で、ゆと

りのある緑豊かな住宅。 

地域の文化や歴史、周囲の環境や→

雰囲気になじむもの。      

←道路や堰で心地よい景観の連続性

を生み出す植栽や工作物。 

 

良好な景観づくりの視点で、十分

な話し合いにより創出されたデザ

インのもの。      など

←廃棄物の投棄など、土地の荒廃や

周辺環境に悪影響を及ぼす行為。 

？？ 

⇒資料３へ ⇒資料２へ 

立立地地・・用用途途  
 

どこに、何を 

つくってよいのか？

形形態態 

 

どんな形(高さ･色など)

ならばよいのか？ 
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「市民」と「行政」が協働で、３ つの取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

当面は、「最低限守るべき約束事(ルール)」の具体化を優先します。→裏面へ  
  

 

 

 

 

 

 

資料 ２  景観計画検討 中間報告 

＜＜景景観観計計画画策策定定委委員員会会かかららののメメッッセセーージジ＞＞  
 

いまの安曇野の景観は、先人たちがつくり、育ててきたものです。 

だからこそ、「ひと」が関わることを基本に据えた計画が必要と考えました。  

 

 

１．景観づくりの目指すところ 

人人がが関関わわっってて  みみんんななででよよりりよよいい景景観観づづくくりりをを進進めめよようう！！ 
 

～みんなで“もっとやるじゃん”ふるさとの景観づくり～ 

よよいい景景観観ををつつくくるるここととでで  「「よよりりよよいい暮暮ららしし」」  ににつつななげげたたいい！！
 

～心地よく暮らせて「ほっ」とできる安曇野をめざして～ 

３．景観づくりの取り組み３本柱 

水水やや緑緑  

のの活活用用・・育育成成  
堰堰やや湧湧水水ななどど、、市市内内

のの多多様様なな水水をを活活かかしし、、

屋屋敷敷林林やや街街路路樹樹ななどど、、

立立面面ああるるいいはは連連続続ししてて

見見ええるる緑緑ををみみんんななでで育育

てててていいくく。。  ひひとと 
景景観観づづくくりり  

ににつつななががるる環環境境配配慮慮  
環環境境をを五五感感でで捉捉ええ、、

幅幅広広いい視視点点、、多多様様なな視視

点点かからら、、良良好好なな景景観観づづ

くくりりをを考考ええてていいくく。。  

建建物物形形態態等等  

へへのの工工夫夫やや配配慮慮  
建建物物やや工工作作物物等等ををつつ

くくるる際際ににはは、、地地域域のの景景

観観にに配配慮慮すするる視視点点ををもも

ちち、、そそのの景景観観ににななじじむむ

かかたたちちやや素素材材のの工工夫夫をを

図図っってていいくく。。 

秩秩序序ああるる土土地地利利用用  
北北アアルルププススとと田田園園のの

おおりりななすす良良好好なな景景観観をを

乱乱ささなないいたためめにに、、既既存存

のの市市街街・・集集落落周周辺辺へへのの

集集約約重重視視のの秩秩序序ああるる土土

地地利利用用をを進進めめてていいくく。。  

歴歴史史・・文文化化  

・・イイメメーージジのの共共有有  
地地域域ココミミュュニニテティィをを

通通じじてて、、良良好好なな景景観観をを

つつくくりり上上げげててききたた歴歴史史

的的なな背背景景、、文文化化のの成成りり

立立ちちををみみんんななでで認認識識・・

共共有有ししてていいくく。。  

常常にに念念頭頭にに  

おおききたたいい  

５５つつのの視視点点 

＜取り組み１＞ 
 

最低限守るべき 
約束事(ルール)の設定

 

これから新たにできる

ものに対して、最低限守っ

てもらう約束事(ルール)

をつくる！ 

＜取り組み２＞ 
 

よいものに導く 
しくみと体制の構築 
 

約束事(ルール)を守り
ながら、古きよきものを保
ち、新たによりよいものを
生み出す体制やしくみを
つくる！ 

＜取り組み３＞ 
 

景観づくりの 
活動の継続 

 

地域ぐるみで市民が自

ら景観を考え、景観づくり

につながる活動に取り組

む！ 

安曇野の景観から 

生まれる心地よさを 

これ以上乱さないために

時代の変化にも 

対応しつつ、よりよいもの

にしていくために 

安曇野の景観は人が関

わって初めてよく 

なるものだからこそ 

安曇野の 
モラルに！ 

意識を育む！ 

安曇野流 
の手本に！ 

未未  

来来  

現現  

在在  

最低限守るべき 

約束事(ルール)を定める 

理想像をもつ 
モデルをつくる 

地域の景観を知る･学ぶ 安曇野の景

観づくりの担

い手に！ 

ここれれかからら  

ででききるる  

新新ししいいもものの

古古きき  

よよききもものの

景観をつくり・まもり・そだてる活動の実践 

よいものを守り活かす 
体制・しくみをつくる 

約束事(ルール)を守るため 

の体制・しくみをつくる 

２．景観づくりを進めていくための合言葉 

取取りり組組みみ内内容容のの  

将将来来のの展展開開像像 

教育・啓発 
共通理解・意識改革 意識の共有 



３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

＜ルールの考え方・視点＞ 
 

新たな制度に位置付ける最低限守るべき約束事（ルール）の具体内容

は、「面」、「線」、「点」の視点で考えていきます。 

面 (景観エリア) 
 

線 (景観軸) 
 

 

点 (景観ポイント) 

 

●●ままちちななかかエエリリアア              
：：ＡＡ区区域域・・ＡＡ’’区区域域（（資資料料３３））      

各場所の役割や雰囲気に応じ

て、それぞれの個性や資源を活か

しながら、多様な人が集い、住ま

う空間として、心地よい景観づく

りを目指します。 
 

＜景観づくりのキーワード＞ 

・人が集うまちなかのにぎわい 

・立ち寄りたいと思う雰囲気 

・もてなしの心を感じる空間   

・暮らしの息づかいが漂う路地裏 

●●山山麓麓・・山山間間部部エエリリアア          
：：ＥＥ区区域域・・ＦＦ区区域域（（資資料料３３））  
アカマツ林を主とした良好な森

林環境を保ちつつ、保養や観光的

な価値も高めながら、落ち着きと

安らぎを感じさせる景観づくりを

目指します。 
 

＜景観づくりのキーワード＞ 

・人が自然のなかに住まわせてもらっ

ているという意識 

・森のなかに暮らす静寂さ 

●●田田園園集集落落エエリリアア              
：：ＢＢ区区域域・・ＣＣ区区域域（（資資料料３３））  
北アルプスの山並み、広がりの

ある田園、屋敷林のある集落、堰

の流れなどがおりなす風景を大切

にしながら、緑にあふれ、地域の

景観にもなじむ質の高い景観づく

りを目指します。 
 

＜景観づくりのキーワード＞ 

・人の暮らしがつくり出す空間 

・風景になじむ古さと新しさの共存 

・訪れる人を感動させる風景 

西 東 
安曇野市の断面イメージ 

４．よりよい景観づくりを進めていくうえで最低限守るべき約束事（主に形態のルール） 

③建物や工作物の色彩は、奇抜な色、けばけばしい色、ど派手な色は極力

避ける。マンセル値（色彩を数値で表したもの）などを用いて、地域に

適した色合いをより具体に検討していく。 
 

④建物や工作物の外壁の素材や屋根の形状などは、地域の景観と違和感な

くなじむように配慮する。 

項目１ 
 

高高  ささ  
①建物や工作物は、北アルプスの山並みや田園風景など、とくに良好な景

観を阻害しない高さとする。 

 

②特定のエリア、沿道や場所で、統一感の創出や景観保全上必要な高さを

定めることも検討していく。 

⑤農地の広がる場所で建物を建てる際は、敷地面積を広くとり、建て詰ま

り感を抑えることにより、建物の周りに緑化できるスペースをつくる。 
 

⑥大きな建物や工作物の周りには、周囲の景観と調和が図れるように一定

のボリューム（平面・立面）がある緑化を求める。 

⑦沿道に屋外広告物を設置する際は、地域住民の意向も考慮し、高さ、色

彩、大きさ、形などそのデザインについて、地域景観となじむよう十分

配慮する。 
 

⑧景観の良好な場所では、屋外広告物や野立て看板は、できる限り集約し、

乱立を抑制する。 

項目２ 
 

色色  彩彩  

・・デデザザイインン

項目３ 
 

緑緑  化化  

項目４ 
 

屋屋外外広広告告物物  

・・野野立立てて看看板板

⑨自動販売機や案内板、ゴミ置き場など、暮らしなかで必要とされるもの

であっても、設置物の色彩・デザイン、設置位置や数量など、周囲の景

観になじむよう配慮する。 
 

※農地のなかの建物のバラ立ちなど、景観上の課題の１つとされている立地に関

するルールについては、別途、「立地・用途のルール」として定めます。 

項目５ 
 

そそのの他他  

＜ルールの具体内容の方向性＞ 

多様な用途の建物が集

まるまち場、広がりのある

田園と集落、東西の山々の

森林など、面の視点  

 

各エリアを縦横に貫く

道路や河川、鉄道など、線

状に連なる景観や、沿道や

川沿い、車窓からの眺めな

ど、線の視点            

開けた場所、高い場所から望

む良好な景観（ビューポイン

ト）や、景観的に地域を特徴付

ける要素や場（ランドマーク）

など、点の視点  

面の要素 
  

・・商商業業地地やや工工業業団団地地  

・・屋屋敷敷林林にに囲囲ままれれたた集集落落  

・・新新たたにに整整備備すするる住住宅宅地地  

・・森森林林ののななかかのの別別荘荘地地 

線の要素  
  

・・沿沿道道のの建建物物のの立立ちち並並びび  

・・道道路路（（車車道道、、自自転転車車道道、、

遊遊歩歩道道、、等等））、、鉄鉄道道  

・・水水辺辺、、水水際際ののししつつららええ  

点の要素  
  

・・建建築築物物（（住住宅宅、、店店舗舗、、

工工場場、、等等））  

・・工工作作物物（（煙煙突突、、鉄鉄塔塔、、

橋橋梁梁、、擁擁璧璧、、柵柵、、等等））  
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山間部で住宅や農地としての利用が少ない範囲。→図⑮ 
 
 

 
●●区区域域設設定定方方針針 
森林環境を維持しつつ、そのなかに含

まれる居住地も保持していく区域です。 
 

●●立立地地・・用用途途ののルルーールル 

立立地地ののルルーールル 
新新たたなな建建物物等等のの  

誘誘導導はは行行わわなないい  

住住宅宅系系用用途途 

戸建住宅 

 

原原則則不不可可  
区画分譲する 

住宅は不可  

集集合合住住宅宅  

((長長屋屋建建・・共共同同住住宅宅))
不不可可  

商商業業系系用用途途 

日用品店舗 

(ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等) 

原原則則不不可可  

飲食店等 

 
原原則則不不可可  

一一般般商商業業施施設設  

((販販売売・・業業務務等等))  
不不可可  

工工業業系系用用途途  
工場、事業所等 

不不可可  

用用
途途
のの
ルル
ーー
ルル  

そそのの他他用用途途  
医療・福祉施設等 

原原則則不不可可  

 

Ｆ区域 

※「土地利用管理制度に関する市の方針」

 

 

地域拠点区域（Ａ

区域）、既存用途地

域（Ａ’区域）、集落
居住区域（Ｂ区域）、

山麓保養区域（Ｅ区

域）、山間居住・森

林環境保全区域（Ｆ

区域）以外の範囲。 
 

→裏面へ 
 
 

 

 

鉄道駅や幹線道路の近くで、隣同士が互いに連続し合う宅

地のまとまりが、おおむね20ha 以上で、将来、用途地域の

導入も見込まれる範囲。 

ただし、宅地のなかに介在している農用地区域(青地農地)

は、この区域に入りません。 
 

下堀地区（堀金地域） →図⑩ 
上長尾・ニ木地区（三郷地域） →図⑪ 
中萱・上鳥羽地区（三郷地域・豊科地域） →図⑫ 
柏原地区（穂高地域） →図⑬ 

 

 

集落居住区域（Ｂ区域）設定基準

 
 

 
●●区区域域設設定定方方針針 
鉄道駅や生活利便施設等を核とする比

較的規模の大きな集落で、その区域内に

居住地を集約し、周辺の農地への無秩序

な宅地等の拡散を防ぐ区域です。 
 

●●立立地地・・用用途途ののルルーールル 

立立地地ののルルーールル 
区区域域のの範範囲囲をを  

明明確確にに定定めめてて  

誘誘導導・・集集約約  

住住宅宅系系用用途途 

戸建住宅 

 

条条件件付付きき可可  
最低敷地面積 

250 ㎡以上  

集集合合住住宅宅  

((長長屋屋建建・・共共同同住住宅宅))
条条件件付付きき可可  

商商業業系系用用途途 

日用品店舗 

(ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等) 

条条件件付付きき可可  

飲食店等 

 
条条件件付付きき可可  

一一般般商商業業施施設設  

((販販売売・・業業務務等等))  
原原則則不不可可  

工工業業系系用用途途  
工場、事業所等 

原原則則不不可可  

用用
途途
のの
ルル
ーー
ルル  

そそのの他他用用途途  
医療・福祉施設等 

条条件件付付きき可可  

 

Ｂ区域
区域の範囲を明

確に定め、一定

の開発を許容す

ることで、区域の

外側へ広がる無

秩序な宅地化を

抑制します。 
 

→

※「土地利用管理制度に関する市の方針」

資料 ３ 立地・用途のルールの概要 
 
 
＜基準１＞ 

旧町村の中心地で、現在、用途地域を設定している範囲。

現在の用途地域の区分はそのまま継承します。 

豊科地域 →図① 穂高地域 →図② 

 

＜基準２＞ 

現在、用途地域の設定がされていない旧町村の中心地で、

農用地区域(青地農地)の設定状況もふまえて、用途地域の導入

が可能であると考えられる範囲。 
三郷地域 →図③ 明科地域 →図④ 堀金地域 →図⑤ 

 

 

 

地域拠点区域（Ａ区域）以外で、現在、用途地域を設定し

ている範囲。現在の用途地域の区分はそのまま継承します。
 

桜坂・光・田沢地区（豊科地域） →図⑥ 
豊科インター周辺（豊科地域） →図⑦ 
たつみ原・下飯田地区（豊科地域） →図⑧ 
穂高区（穂高地域） →図⑨ 

 

地域拠点区域（Ａ区域）設定基準 

既存用途地域（Ａ’区域）設定基準

 

→区域の範囲を明確

に定め、住宅、商

業、工業等の開発

を区域内に計画的

に誘導します。 
 

Ａ区域 

●●区区域域設設定定方方針針 
５地域のそれぞれの拠点として、利便

性の高い住環境を形成することで、新た

な居住者も受け入れながら、積極的かつ

計画的にまちを集約していく区域です。 
 

●●立立地地・・用用途途ののルルーールル 

立立地地ののルルーールル 
区区域域内内ををささららにに  

細細かかくく分分けけてて  

誘誘導導・・集集約約  

住住宅宅系系用用途途 

戸建住宅 

 

可可  

集集合合住住宅宅  

((長長屋屋建建・・共共同同住住宅宅))
可可  

商商業業系系用用途途 

日用品店舗 

(ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等) 

可可  

飲食店等 

 
可可  

一一般般商商業業施施設設  

((販販売売・・業業務務等等))  
可可  

工工業業系系用用途途  
工場、事業所等 

可可  

用用
途途
のの
ルル
ーー
ルル  

そそのの他他用用途途  
医療・福祉施設等 

可可  

※「土地利用管理制度に関する市の方針」

山間居住・森林環境保全区域（Ｆ区域）設定基準

① 

② 

④ 

③ 

⑤ 

⑬ 

⑩ 

⑪ 

⑦ 

⑧ 

⑥ 

⑭ 

⑨ 

⑫ 

⑮ 

⑮ 

営農環境・田園集落保全区域（Ｃ区域）設定基準 

１．土地利用基本区域（案）の設定 
 

新たな制度では、一定の基準に基づき、市内を６つの区域に分

け、それぞれの区域にふさわしい立地・用途のルールを定めます！ 

 
 

 
●●区区域域設設定定方方針針 

田園のなかに散在する比較的規模の小

さな集落等で、その集落環境に適した一

定条件を満たす開発を限定して許容し、

良好な営農環境と集落のコミュニティを

持続、継承していく区域です。 

●●立立地地・・用用途途ののルルーールル 

立立地地ののルルーールル 
既既存存のの集集落落のの  

内内部部おおよよびび縁縁辺辺部部へへのの

誘誘導導・・集集約約  

住住宅宅系系用用途途 

戸建住宅 

 

原原則則不不可可  
最低敷地面積 

300㎡以上  
 

集集合合住住宅宅  

((長長屋屋建建・・共共同同住住宅宅))  
不不可可  

商商業業系系用用途途 

日用品店舗 

(ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等) 

原原則則不不可可  

飲食店等 

 
原原則則不不可可  

 

一一般般商商業業施施設設  

((販販売売・・業業務務等等))  
不不可可  

工工業業系系用用途途  
工場、事業所等 

不不可可  

用用
途途
のの
ルル
ーー
ルル  

そそのの他他用用途途  
医療・福祉施設等 

原原則則不不可可  

 

Ｃ区域 

※「土地利用管理制度に関する市の方針」

 

 

西山の山麓部の傾斜地で、温泉など観光や保養を目的とし

た施設や別荘が一体的に集まっている範囲。できる限り農地

はこの区域に入れず、森林に囲まれた土地利用がなされてい

る範囲に限定して定めます。 →図⑭ 
 
 

 
●●区区域域設設定定方方針針 
山麓に位置する別荘地、観光地として

の機能を重視し、森林に囲まれた自然環

境の魅力を享受する人たちを受け入れる

のにふさわしい環境形成を進めていく区

域です。 

●●立立地地・・用用途途ののルルーールル 

立立地地ののルルーールル 
区区域域のの範範囲囲をを  

明明確確にに定定めめてて  

誘誘導導  

住住宅宅系系用用途途 

戸建住宅 

 

原原則則不不可可  
Ｃ区域を上回る厳格な 

形態基準を設定  

集集合合住住宅宅  

((長長屋屋建建・・共共同同住住宅宅))
不不可可  

商商業業系系用用途途 

日用品店舗 

(ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等) 

不不可可  

飲食店等 

 
条条件件付付きき可可  

一一般般商商業業施施設設  

((販販売売・・業業務務等等))  
不不可可  

工工業業系系用用途途  
工場、事業所等 

不不可可  

用用
途途
のの
ルル
ーー
ルル  

そそのの他他用用途途  
医療・福祉施設等 

原原則則不不可可  

 

Ｅ区域 

※「土地利用管理制度に関する市の方針」

山麓保養区域（Ｅ区域）設定基準

用
途
地
域
の
ル
ー
ル
に
基
づ
く 

裏
面
に
示
す
基
本
ル
ー
ル
を
参
照 



５ 

 
「集落基本区域」の設定に関する補足事項 
 

①「１戸」の定義 

・１世帯(事業者)の所有する建物の立地する敷地のまとまりを「１戸」と

して数える。 

・センゼ畑など、小規模の付属の敷地は「１戸」のなかに含める。 
 

②宅地のつながり（連続性） 

・宅地が斜向かいで連なる場合も、「隣同士が互いに連続している」と判断

する。 →下図１ 

・高速道路や４車線規格の道路、鉄道、一定幅員以上の河川などが宅地間

を分断する場合は、連続性がないものとする。 →下図２・下図３ 
 

③建物の用途・規模 

いずれの用途も「１戸」の対象とする。ただし、一定規模以上の大きな

建物は、区域の範囲から一部除く場合もある。 
 

（（１１））住住宅宅系系用用途途のの基基本本ルルーールル  

（（２２））工工業業系系用用途途のの基基本本ルルーールル 

＜ルール１＞ 

新たな工業系用途は、「産業集積区域」内

およびその周辺への立地を可能とします。

 
＜ルール２＞ 

「産業集積区域」内およびその周辺以外の

場所でも、新たな工業系用途の立地の可否

を迅速に検討できるしくみをつくります。 
 

※Ａ区域、Ａ’区域、Ｂ区域の縁辺部に立地する

既存の工場、事業所等が、Ｃ区域側へ連続して

拡張する場合は、別途ルールを定めます。 

農家･分家以外が建てる住宅系用途は、以下

に示す要件すべてを満たす場合に限り、立地

を可能とします（左図参照）。 
 

要件１ 

建物を建てる農地(１筆)が、「集落基本

区域」および「道路※」に３辺以上接し、

そのうち少なくとも２辺が「集落基本区

域」に接していること。 

なお、不整形な土地の場合は、接する「割

合」などで判断します。 
   ※建築基準法第 42 条の道路 
 

要件２ 

建物を建てる敷地面積は、１戸あたり最

低でも300㎡あること。 
 

※農家･分家が自己用で建てる住宅系用途の立地

については、別途ルールを定めます。 
 

ホ 
ニ 

ハ 

イ 
ロ 

近隣からの利用に限定される小規模な店舗

等は、立地を可能とする店舗等の基準を明確

に定めて、地域の必要性に応じ、適正な審査

のもとに開発を可能とします。 
 

（（３３））商商業業系系用用途途のの基基本本ルルーールル 

２．営農環境・田園集落保全区域（Ｃ区域）の基本ルール 
 

●原則として新たな開発を不可としたうえで、用途ごとに一定条件

を満たす開発は可能とする基本ルールを定めます！ 
 

●とくに、住宅系用途、工業系用途については、開発を集約する核

を定め、秩序ある土地利用を図ります！ 

住宅系用途の集約の核 工業系用途の集約の核 

隣同士が互いに連続し合う宅地

がおおむね 10 戸以上集まってい

る範囲。 

集落基本区域の設定に関する補

足事項とその設定イメージは、右

図を参照。 

旧町村で産業団地として整備され

た造成済みの土地の範囲。 
 
青木花見・島新田産業団地(穂高) →イ 
明科工業団地(明科) →ロ 
烏川工業団地(堀金) →ハ 
三田工業団地(堀金) →ニ 
あづみ野産業団地(豊科) →ホ 

「集落基本区域」設定基準 

「集落基本区域」の設定および住宅系用途の基本ルールのイメージ図 

※図中に示す集落基本区域は

おおよその範囲です。 

※いずれの用途でも、建物の高さや色彩、緑

化等、別途定める「形態のルール」に適合

している必要があります。 

※ 

「産業集積区域」設定基準 

 

  

 

 

３

２

〈
鉄 

道
〉

〈水 路〉 

：「集落基本区域」 

〈４車線道路〉

１

○ａ ～○ｅ  
 

×1～×12 

：「１戸」の宅地 

：１筆の白地農地(300 ㎡以上) 

→開発できる白地農地 

→開発できない白地農地 

 

×9

×11

○ｂ
×3

×4 ×5 ×6

×7 ×8

×1

○ａ  

○ｃ  

×10 

×2

○ｅ  

×12

※緑色は青地農地

○ｄ  


